
議案第７１号 

   東郷町準用河川占用料条例の一部改正について 

 東郷町準用河川占用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとす

る。 

  令和７年１１月２７日提出       東郷町長 石 橋 直 季     

 

   説 明 

 この案を提出するのは、愛知県流水占用料等徴収条例の一部改正及び東郷町道路

占用料条例の一部改正に準じ、占用料の額を見直す必要があるからである。 



 

   東郷町準用河川占用料条例の一部を改正する条例 

 東郷町準用河川占用料条例（平成１２年東郷町条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

    占用等の種類         単位     
   占用料    

  （単位 円）   

流水の占用 鉱工業の用に供する

場合 

毎秒１立方メートル１

年につき 

 ４，１４７，０００ 

その他の場合 毎秒１立方メートル１

年につき 

   １３７ , ０００ 

柱類及び塔

類を設置し

て占用する

場合 

第１種電柱 １本１年につき        ９９０ 

第２種電柱 １本１年につき      １ , ５００ 

第３種電柱 １本１年につき      ２ , ０００ 

第１種電話柱 １本１年につき        ８８０ 

第２種電話柱 １本１年につき      １ , ４００ 

第３種電話柱 １本１年につき      １ , ９００ 

その他の柱類 １本１年につき         ８８ 

塔類 占用面積１平方メート

ル１年につき 

       １８５ 

水管、下水

道管、ガス

管その他こ

れらに類す

る施設の設

置 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

        ３７ 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

        ５３ 

外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

        ７９ 

外径が０．１５メー 長さ１メートル１年に        １１０ 



 

 トル以上０．２メー

トル未満のもの 

つき  

外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

       １６０ 

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

       ２１０ 

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

       ３７０ 

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

       ５３０ 

外径が１メートル以

上のもの 

長さ１メートル１年に

つき 

     １，１００ 

その他の土

地の占用 

 占用面積１平方メート

ル１年につき 

        ８５ 

河川産出物

採取料 

土砂 １立方メートルにつき        ２００ 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



議案の概要 

１ 改正理由 

  愛知県流水占用料等徴収条例の一部改正及び東郷町道路占用料条例の一部改正

に準じ、占用料の額を見直す必要があるからである。 

２ 改正内容 

 愛知県流水占用料等徴収条例の一部改正及び東郷町道路占用料条例の一部改正

に準じ、占用料の額を次のように改めること。（別表関係） 

  占用等の種類     単位   

       占用料         

      （単位 円）       

   改正後       改正前    

流水の

占用 

鉱工業の用に

供する場合 

毎秒１立方

メートル１

年につき 

４，１４７，０００ ４，１４７，０００ 

その他の場合 毎秒１立方

メートル１

年につき 

  １３７ , ０００   １３７ , ０００ 

柱類及

び塔類

を設置

して占

用する

場合 

第１種電柱 １本１年に

つき 

      ９９０       ９５０ 

第２種電柱 １本１年に

つき 

    １ , ５００     １ , ５００ 

第３種電柱 １本１年に

つき 

    ２ , ０００     ２ , ０００ 

第１種電話柱 １本１年に

つき 

      ８８０       ８５０ 

第２種電話柱 １本１年に

つき 

    １ , ４００     １ , ４００ 



第３種電話柱 １本１年に

つき 

    １ , ９００     １ , ９００ 

その他の柱類 １本１年に

つき 

       ８８        ８５ 

塔類 占用面積１

平方メート

ル１年につ

き 

      １８５       １８５ 

水管、

下水道

管、ガ

ス管そ

の他こ

れらに

類する

施設の

設置 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

長さ１メー

トル１年に

つき 

       ３７        ３６ 

外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

長さ１メー

トル１年に

つき 

       ５３        ５１ 

外径が０．１

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

長さ１メー

トル１年に

つき 

       ７９        ７７ 

外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

長さ１メー

トル１年に

つき 

      １１０       １００ 



外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

長さ１メー

トル１年に

つき 

      １６０       １５０ 

外径が０．３

メートル以上

０．４メート

ル未満のもの 

長さ１メー

トル１年に

つき 

      ２１０       ２００ 

外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

長さ１メー

トル１年に

つき 

      ３７０       ３６０ 

外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

長さ１メー

トル１年に

つき 

      ５３０       ５１０ 

外径が１メー

トル以上のも

の 

長さ１メー

トル１年に

つき 

    １，１００     １，０００ 

その他

の土地

の占用 

 占用面積１

平方メート

ル１年につ

き 

       ８５        ８５ 

河川産

出物採

取料 

土砂 １立方メー

トルにつき 

      ２００       ２００ 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行すること。 


